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１．四町まちづくりに関する基本的な方針 

〔１〕はじめに 

今年４月、私たち、四町まちづくり協議会は、越前和紙の産地である五箇地

区と一緒に、越前市の「地域街づくり推進団体」に認定されて以来、大きな誇

りと重い責任を感じながら、景観まちづくり計画の策定に向けて、四町より選

出された３４人の住民代表の皆様と、ここにある歴史と伝統を生かしたまちづ

くりについて意見を出し合い、夢を語り合ってまいりました。 

幸い、昨年取り組まれた景観街づくりのワークショップで、「景観・街並みデ

ザイン、回遊ルート、住民活動」などの基本的方向がまとめられていました。

私たち検討委員会は、これをベースに景観基準や協定の進め方、そして、住民

活動の在り方について深く掘り下げていくうちに、紫式部も通ったであろう旧

北国街道の様子が今も残されており、日本中でも数少ない貴重な遺産であるこ

とを知りました。 

そこに住む私たちが、いま取り組もうとしている景観まちづくり計画は、そ

の貴重な歴史遺産を誇りとし、生かすことの大切さを学ぶ機会でありました。

これを具体的に表現したのが「越前武生」の名を掲げたまちづくり憲章であり

ます。卍が辻の存在も大きな資源として生かしていく責務があります。出来上

がった景観まちづくり計画を四町の皆様にお示しした説明会では、「このまちづ

くりは、地区民が力を合わせて取り組む責任がある」との声も聞かれました。 

各地域で景観まちづくりへの紳士協定も進み、まちづくり憲章に示す基本理

念を目標に、四町が和と輪で一体となって、住む人にも、訪れる人にも、楽し

く散策できる魅力あるまちづくりが始まることが期待されます。これらの取り

組みは、必ずやその地域の風格を高め、価値を高める壮大な実験であり、その

成果を後世に伝えるためにも、地域の皆々様のご協力をお願い申し上げる次第

であります。 

景観まちづくり計画が完了したことにあたり、この計画づくりに熱心に取り

組まれた検討委員各位、そして、ご指導、ご助言いただいた関係各位に心から

感謝の意を表し、ごあいさつとします。 

平成２０年１２月吉日 
（元町・本町・平和町・若松町・タンス町通り界隈まちづくり実行委員会） 

四町まちづくり協議会会長  関 俊雄 

 

 
 
 
 

－２－大宝寺「しだれ桜」 聖徳太子堂（歴史的建造物） 



〔２〕位置 

   

   
 
〔３〕区域 

 

 

 

－３－ 

元町・本町・平和町・若松町 

（約２０ha） 

（1）区域の面積 約２０ha 

（2）区域の境界 

  東の境界･･･（都）武生縦貫線 

  西の境界･･･河濯川 

  南の境界･･･（主）武生・米ノ線

  北の境界･･･（都）松原線 

（3）区域の考え方 

  元町、本町、平和町、若松町行政

区域とする。 

（都）松原線

 



〔４〕まちづくりの方向性 

 （１）基本理念と基本目標 

■まちづくり憲章 

わたしたち四町地区の住民は 

・ 歴史、伝統、文化に彩られた、住みやすいまち 

・ 商いと住まいが共存する元気な町 

・ 楽しく散策できる魅力ある街並み         を目指して  

四町まちづくり憲章を宣言します。 

四町（越前武生―北国街道界隈）まちづくり憲章―作・伝・育・広・守 

・ 子供からお年寄りまで 暮しやすい｢たおやかな町｣を作ります。 

・ ｢北国歴史街道｣の歴史・文化の薫りのある街並みを伝えていきます。 

・ 匠の技が息づく「元気な町」を育てていきます。 

・ 泉と緑をもとに 手をとり合い「やさしい町」を広げていきます。 

・ まちづくり協定を守り「調和のある風景」を目指します。 

 

 

 

 

■基本理念と基本目標 

●地区全体 

「住みやすく安らぎのあるたたずまい」を基本理念とし 
・歴史・文化を継承し、連携・交流する町 
・子供から高齢者まで安心して歩ける町 
・たおやかな生活が永続する町          を目標とする 
●タンス町 

「匠の技がいきづく町」を基本理念とし 
・歩いて魅力ある商店街 
・住まいとお店が共生する町 
・連続的街並みによる「にぎわい」の創出     を目標とする 
●北国街道 

「北国歴史街道」を基本理念とし 
・1300年の歴史・文化・産業を生かした街並み 
・「武生物語」の体験・散策・交流できる町     を目標とする 
●卍が辻・寺社群界隈 

「北国歴史街道」を基本理念とし 
・ 1300年の歴史の薫りがする風情ある街並み 
・ 歴史・文化を体験・散策できる町        を目標とする。 

 
－４－ 

 



（２）景観まちづくりの景観形成指針 

四町景観まちづくり計画実現のため、地区全体の景観まちづくりの景観形成

指針を定めました。景観形成指針に基づいた、住みよいまちづくりを進めるた

め、住民の皆様の御協力をお願いします。 
①地区全体の景観形成指針 
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 基準の内容 基準に沿ったイメージ 

規 模 

及 び 

位 置 

・歴史的な町家景観に代表される四町地区の街並み景観を阻害

したり、突出した印象を与えたりしないよう、建築物及び工

作物の規模及び位置に配慮する。 

・建築物の高さ及び壁面の位置は、できる限り隣接する建築物

に揃える。 

・建築物を後退させる場合は、街並みの連続性を損なわないよ

う、門・塀等を設置するよう努める。 

形 態 

及 び 

意 匠 

・歴史的な町家景観や街並みの連続性、地区・界隈の景観特性

等、周辺の景観との調和に配慮した形態・デザインとする。 

・全体的に統一感のある形態・デザインとする。 

・門・塀は、和風を基本とし、周辺の景観との調和に配慮した

形態・デザインとする。 

・回遊ルートに面する町家建築物及び蔵は、地区内の伝統的な

建築様式に配慮した形態・デザインとする。 

・公道に面する建築設備等は、建築物との調和に配慮した修景

に努める。 

色 彩 
・周辺の景観との調和に配慮し、低彩度の落ち着いた色彩を基

調とする。 

素 材 

・周辺の景観との調和に配慮するとともに、長期間にわたって

良好な景観を保つことができる素材を使用する。 

・金属やガラス等の光沢性のある素材を壁面等の大部分におい

て使用する場合は、周辺の景観を阻害したり、浮き出した印

象を与えたりしないよう配慮する。 

・回遊ルートに面する町家建築物及び蔵は、地区内の伝統的な

建築様式に配慮した素材とする。 

建
築
物
及
び
工
作
物 

敷 地 の 

緑化措置 

・緑豊かな景観とするため、できる限り多くの緑を確保する。 

・植木鉢等を用いる場合は、和風のデザインを基本とする。 

屋外広告物の 

修 景 措 置 

・看板等の屋外広告物は、木製など落ち着いた素材とし、街並

みとの調和に配慮した統一感のある形態・デザインとする。 

 

土 地 の 

修 景 措 置 

・屋外駐車場等のオープンスペースは、和風を基本とした塀等

の設置、もしくは緑化措置を施し、街並みの連続性、地区・

界隈の景観特性等に配慮した修景に努める。  



②個別の景観形成の方針と基準 

 四町全体の景観形成指針に基づき、次の４つの地区は、個別の景観方針と基

準を設け、景観協定を結ぶようお願いします。 

地区名 景観方針 各地区個別基準 

若松通り・田方通り

（仮称） 

・住みやすく安らぎのあ

る街並みを形成する。 
－ 

北国街道（仮称） ・積極的に歴史的景観・

雰囲気を創出する。 

卍が辻・寺社群界隈

（仮称） 

・歴史的景観を保全し、

和風を基本とした街並み

を形成する。 

・建築物及び工作物の素材は、自然素材

（越前瓦、漆喰、板等）を基本とする。 
・建築物及び工作物の色彩は、白、黒、

茶等の低彩度の落ち着いた色彩を基

調とする。 
・電柱広告の禁止 

タンス町通り（仮称） ・商いが見える街並みを

形成する。 

・看板等は、木製で一店舗、一看板、屋

号を原則とする。 
・電柱広告の禁止 

 

２．四町景観まちづくり事業に関する事項 

（１）あんどん街道整備事業（ともしび街道） 

主要回遊ルート及び田方通り沿いで、四季折々期間及び時間を決め、誘導フ

ットライトを設置する。 

（２）回遊ルート緑化事業 

回遊ルート沿いの空地、駐車場等に植栽や、各家庭前に花プランター（木枠）

を設置する。 

（３）河濯川環境整備事業 

川沿いの環境保全のための清掃活動及びホタルの育成を強化する。 

（４）地域を特徴化する各種イベントの実施 

①タンス町屋台まつり 

  四町連携したまつりの実施。 

②歴史的遺産を活かしたまちづくりの実施 

       卍が辻、太子堂、陽願寺前、各町内の広場の利用など 

③四町歳時記 

春祭り、夏祭り、秋祭り、冬祭りの実施 

（５）「語り部」の養成 

（６）地域まちづくり景観協定の締結 

四町地区全体の景観指針を定め、地域まちづくり景観協定を目指す。また、四

町全体を若松通り・田方通り（仮称）その他地域、北国街道（仮称）、卍が辻寺

社群（仮称）、タンス町通り（仮称）に区分し、四町全体の景観指針の他、個別

基準を定め、景観方針に沿った街並みを形成するよう努める。 

 

－６－ 

 



☆四町景観まちづくりに掲げる事業及び措置の実施箇所（参考図） 

 

－７－ 



☆四町まちづくり景観協定書素案（参考） 

〇〇〇〇地域まちづくり景観協定書                    

（目的） 
第１条 この協定は、越前市住みよい街づくり推進条例（平成 19 年越前市条例第 12 号。
以下「条例」という。）に基づき、四町（元町、本町、平和町、若松町）地区に受け継が

れてきた歴史的遺産や街並み（町屋・寺院・蔵等）の地区固有の景観資源を大切に維持・

保全・活用しながら、歴史・文化の薫りのする安らぎのある住みよいまちづくりを推進

することを目的とする。 

 

 「匠の技がいきづく町」を基本理念とし、 

  1）歩いて魅力ある商店街 

  2）住まいとお店が共生する町 

  3）連続的街並みによる「にぎわい」の創出    を目標とする。 

 
（名称） 
第２条 この協定は〇〇〇〇地域まちづくり景観協定（以下「協定」という。）と称する。 
（協定の区域） 
第３条 この協定の区域は、別図に示す区域とする。 
（協定の締結） 
第４条 この協定は、前条に定める区域内の居住者及び土地の所有者及び借地権者その他

の使用権を有する者（以下「所有者等」という。）全員の 3分の２以上の合意により締結
する。（以下、協定を締結した者を「協定者」という。） 

（協定の遵守又は指導） 
第５条 協定者は、この協定を守らなければならない。 
 ２ 区域内において建築物等（建築基準法に規定する建築物（条例第 2 条に規定する建
築物をいう。）及び工作物及び屋外広告物法に規定する屋外広告物）の新築、増築、改築、

除去、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更（以下「建築行為」という。）

が行われる場合は、この協定に基づく内容について第１０条に定める協定運営委員会は指

導を行うことができる。 
（協定の変更又は廃止） 
第６条 この協定に係る協定区域、建築物等の整備に関する事項、その他の事項を変更又

はこの協定を廃止するときは、協定者の３分の２以上の合意によらなければならない。 
（建築物等の整備に関する事項） 
第７条 建築物等の建築行為を行う場合は、協定者によって自主的に結ばれた景観形成基

準（別添）に適合するように努める。 
（建築物の維持管理に関する事項） 
第８条 地区内の優れた歴史的建築物（町家、寺院、蔵等）及び協定に沿って整備された建

築物並びに敷地内の植樹植栽等は、良好な状態が保持されるよう維持管理に努める

ものとする。 
－８－ 

以下の枠内には、個別地区まちづくり基本理念が入ります。 



（地区施設の維持管理等に関する事項） 
第９条 市が整備したポケットパーク等の地区内の公共施設については、別に定める管理

協定により協定者が維持管理を行うこととされた場合、当該協定者は適正な維持管理に

努めるものとする。 
（委員会） 
第１０条 協定を適切に運営するために、〇〇〇〇地域まちづくり景観協定運営委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 
 ２ 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。なお、委

員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
 ３ 委員会に必要なときは専門家の出席及び発言を求めることが出来る。 
（役員） 
第１１条 委員会に次の役員を置く。 
     委員長  １名 
     副委員長 １名 
 ２ 委員長は、委員の互選により選出する。委員長は委員会を代表し、協定運営の事務

を総括する。 
 ３ 副委員長は、委員の中から委員長が委嘱する。副委員長は、委員長に事故あるとき

又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。 
（協定の有効期間） 
第１２条 本協定の有効期限は、越前市住みよい街づくり推進条例第１６条の規定により

市長の承認を受けた日から起算して 10 年間とする。 

但し、有効期限の満了６ヶ月前に協定者の過半数の廃止申し立てがない限り、更に引き続

き 10 年間延長するものとし、以後同様とする。 

（権利の継承） 

第１３条 所有権等の変更については、権利の継承とみなす。 

（協定外の必要事項） 
第１４条 この協定に規定するもののほかに、必要事項は別途定める。 
（協定書） 
第１５条 本協定の合意を証するため、本書を２部作成し、協定者はこの協定書に署名押

印の上、これを委員長及び市が保管するとともに、その写しを当該協定者各自が保有す

る。 
平成  年  月  日 
 
 
     協 定 者 
     住 所    越前市〇〇町〇〇－〇〇 
     氏 名     四 町 太 郎   ㊞ 
 
 
 

－９－ 

上記の協定書内容に、同意、賛同させる方は、本人が自書のうえ 

認め印を押印することとなります。 



■ 四町全体の景観指針・各地区協定書の景観形成基準（案）                                                                

 
四町全体の景観指針・ 

若松通り・田方通り（仮称） 
北国街道（仮称） 卍が辻寺社群（仮称） タンス町通り（仮称） 

 

景 観 方 針
・住みやすく安らぎのある街並み

を形成する。 

・積極的に歴史的景観・雰囲気を創

出する。 
・歴史的景観を保全し、和風を基本

とした街並みを形成する。 
・商いが見える街並みを形成する。  

 基準の内容 基準の内容 基準の内容 基準に沿ったイメージ 

規 模

及 び

位 置

・歴史的な町家景観に代表される四町地区の街並み景観を阻害したり、突出した印象を与えたりしないよう、建築物及び工作物の規模及び位置に配

慮する。 
・建築物の高さ及び壁面の位置は、できる限り隣接する建築物に揃える。 
・建築物を後退させる場合は、街並みの連続性を損なわないよう、門・塀等を設置するよう努める。 

形 態

及 び

意 匠

・歴史的な町家景観や街並みの連続性、地区・界隈の景観特性等、周辺の景観との調和に配慮した形態・デザインとする。 
・全体的に統一感のある形態・デザインとする。 
・門・塀は、和風を基本とし、周辺の景観との調和に配慮した形態・デザインとする。 
・回遊ルートに面する町家建築物及び蔵は、地区内の伝統的な建築様式に配慮した形態・デザインとする。 
・公道に面する建築設備等は、建築物との調和に配慮した修景に努める。 

色 彩 ・周辺の景観との調和に配慮し、低彩度の落ち着いた色彩を基調とする。 

素 材

・周辺の景観との調和に配慮するとともに、長期間にわたって良好な景観を保つことができる素材を使用する。 
・金属やガラス等の光沢性のある素材を壁面等の大部分において使用する場合は、周辺の景観を阻害したり、浮き出した印象を与えたりしないよう

配慮する。 
・回遊ルートに面する町家建築物及び蔵は、地区内の伝統的な建築様式に配慮した素材とする。 

建 

築 

物 

及 

び 

工 

作 

物 

敷 地 の

緑 化 措 置

・緑豊かな景観とするため、できる限り多くの緑を確保する。 
・植木鉢等を用いる場合は、和風のデザインを基本とする。 

 

 

 

 

屋 外 広 告 物 の

修 景 措 置

・看板等の屋外広告物は、木製など落ち着いた素材とし、街並みとの調和に配慮した統一感のある形態・デザインとする。 

 

土 地 の

修 景 措 置

・屋外駐車場等のオープンスペースは、和風を基本とした塀等の設置、もしくは緑化措置を施し、街並みの連続性、地区・界隈の景観特性等に配慮

した修景に努める。 

 

各 地 区

個 別 基 準
 

・建築物及び工作物の素材は、自然素材（越前瓦、漆喰、板等）を基本

とする。 
・建築物及び工作物の色彩は、白、黒、茶等の低彩度の落ち着いた色彩

を基調とする。 
・電柱広告の禁止 

・看板等は、木製で一店舗、一看板、

屋号を原則とする。 
・電柱広告の禁止 
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別図（参考図） 
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若松通り地域まちづくり景観協定 

北国街道地域まちづくり景観協定 

タンス町通り地域まちづくり景観協定 

卍が辻寺社群界隈地域まちづくり景観協定太子堂・田方通り地域まちづくり景観協定



３．これまでの取り組みの成果 

（１）今日に至るまでの経過報告 

①はじめに 

   ４月２１日、地域街づくり推進団体として、越前市の認定されたことを

受けたことに伴い、「地域街づくり計画」から「地域街づくり協定の締結」

までの作業を進めるのに必要な協議・検討していただく専門機関として、

（1）景観形成基準作成委員会 （2）街づくり協定推進委員会 （3）わが
街をよくする検討委員会の３委員会を設置し、５月１３日、四町まちづく

り委員の皆さんに、それぞれ分担して頂き、以来、各委員会ごとに精力的

に課題のご検討を進めてきていただきました。 
②事業報告 

   ５月３１日 第１回役員会 
   ６月 ６日 地域街づくり支援事業（補助金交付決定）と特別会計設置 
   ６月１０日 第２回役員会・まちづくり情報第１号発行 
   ６月１７日 街づくり協定推進委員会 
   ６月２６日 第３回役員会 
   ６月２７日 わが街をよくする検討委員会 
   ７月 ４日 街づくり先進地（大野市寺町通り）視察 ２６人参加 
   ７月 ７日 役員会 
   ７月 ５日 まちづくり情報第２号発行 
   ７月１８日 景観形成基準作成委員会 
   ７月２４日 わが街をよくする検討委員会 
   ７月２８日 街づくり協定推進委員会 
   ８月 １日 景観形成基準作成委員会 
   ８月 ７日 タンス町屋台まつり打合せ 
   ８月 ８日 わが街をよくする検討委員会 
   ８月 ９日 ３委員長と行政側との合同会議 
   ８月１９日 太子堂（平和町）の歴史的建造物認定判明に伴う 

平和町選出委員との対策会議 
   ８月２０日 景観形成基準作成委員会 
   ８月２５日 卍が辻周辺の修景事業にかかる事案について寺側へ 
         四町区長とご挨拶に参上 
   ８月２６日 わが街をよくする検討委員会 
   ８月２６日 地域街づくり計画の進捗後の行政による支援事業について

の意見交換会（四町区長・タンス町役員らで） 
   ８月２８日 街づくり協定推進委員会 
   ９月 ５日 景観形成基準作成委員会 
   ９月 ８日 街づくり協定推進委員会 
   ９月１５日 「まちづくり情報」第３号発行 
   ９月１８日 わが街をよくする検討委員会 
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4/21推進団体認定 



 

   ９月１９日 地域街づくりイベント実行委員会 
   ９月２４日 第４回役員会 

１０月 ６日 第５回役員会 
１０月 ７日 景観街づくり検討委員会委員総員会議 

（各委員会報告の承認） 
  １０月１５日 「まちづくり情報」第４号発行 
  １０月２３日 景観街づくり計画説明会（若松町） 
  １０月２４日 景観街づくり計画説明会（元町） 

１０月２５日 景観街づくり計画説明会（本町） 
１１月 ２日 タンス町通り屋台まつり（昭和の花嫁行列） 
１１月 ３日 第６回役員会 
１１月 ４日 景観街づくり計画説明会（平和町） 

  １１月１５日 「まちづくり情報」第５号発行 
１１月１８日 地域街づくり協定「タンス町通り」景観協定を市に認定申

請を行う（１１月２６日付け認定） 
１２月 ８日 第７回役員会（四町まちづくり計画書作成） 

  １２月１５日 「まちづくり情報」第６号発行 
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景観街づくり計画の説明会状況 

四町内別住民説明会を 10/23～11/4の間、開催しました。 



まちづくり情報誌 
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☆景観街づくり事業推進のための組織 

1：景観形成基準作成委員会 

町          名 委 員 名 
委員長   本町区長 笹田 洋一郎 
元 町 徳橋  貞昌 
元 町 沢田   稔 
本 町 上坂  昌輝 
本 町 内藤  和行 
平 和 町 村口  耕一 
平 和 町 小形  淳吾 
若 松 町 飛坂  栄慶 
若 松 町 松村  安章 
タ ン ス 町 橋本 サチ子 

2：街づくり協定推進委員会 

委員長 元町区長 佐々木  修 
元 町 池田  芳男 
元 町 高井 千賀子 
本 町 奥野   弥 
本 町 伏井 すみえ 
平 和 町 梅原  俊之 
平 和 町 鶴来 はつね 
若 松 町 西野  善文 
若 松 町 酒井  亮一 
タ ン ス 町 上坂  哲夫 

3：わが街をよくする検討委員会 

委員長 若松町区長 内藤  良秀 
元 町 三崎  一幸 
元 町 岡本  祐鳳 
元 町 大井  弘行 
本 町 鈴木  現秀 
本 町 六戸部美佐子 
平 和 町 坂本  成伸 
平 和 町 田倉  清二 
平 和 町 伊藤   護 
若 松 町 野口   智 
若 松 町 内藤 三恵子 
タ ン ス 町 松井 千可代 
タ ン ス 町 内藤  吉男 

－２０－ 



☆四町まちづくり協議会役員名列（H20.12.15 現在） 

     会 長   関   俊 雄（若松町） 

     副会長   佐々木   修（元 町） 

      〃    笹 田 洋一郎（本 町） 

      〃    内 藤 良 秀（若松町） 

     会 計   坂 本 成 伸（平和町） 
「介護予防ハ 
ウス西」管理 内 藤 吉 男（本 町） 

監 事   徳 橋 貞 昌（元 町） 

      〃    奥 野   弥（本 町） 
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